
議 案 第 １ 号

平成２２年度北海道一般会計予算

平成２２年度北海道一般会計予算は、次に定めるところによる。

（歳入歳出予算）

第１条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ２，８１８，０９６，３５０千円と定める。

２ 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第１表歳入歳出予算」による。

（債務負担行為）

第２条 地方自治法第２１４条の規定により債務を負担する行為をすることができる事項、期間及び限度額は、

「第２表債務負担行為」による。

（地方債）

第３条 地方自治法第２３０条第１項の規定により起こすことができる地方債の起債の目的、限度額、起債の

方法、利率及び償還の方法は、「第３表地方債」による。

（一時借入金）

第４条 地方自治法第２３５条の３第２項の規定による一時借入金の借入れの最高額は、４００，０００，０００千円と定

める。

（歳出予算の流用）

第５条 地方自治法第２２０条第２項ただし書の規定により歳出予算の各項の経費の金額を流用することがで

きる場合は、次のとおりと定める。

� 教育費の各項に計上した給料、職員手当等及び共済費（賃金に係る共済費を除く。）に係る予算額に

過不足を生じた場合における同一款内でのこれらの経費の各項の間の流用
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第 １ 表

歳 入 歳 出 予 算

歳 入
（単位 千円）

款 項 金 額

１ 道 税 ４８０，７０２，９２７

１ 道 民 税 １７１，０１２，１３０

２ 事 業 税 ５９，４２０，０５２

３ 地 方 消 費 税 ７４，３１１，５４７

４ 不 動 産 取 得 税 １３，２６３，０５８

５ 道 た ば こ 税 １２，８２２，０９７

６ ゴ ル フ 場 利 用 税 ２，１３４，９９５

７ 自 動 車 取 得 税 ８，４０５，８７４

８ 軽 油 引 取 税 ５５，２５５，７５７

９ 自 動 車 税 ８０，３３２，５８７

１０ 鉱 区 税 ３２，３０６

１１ 道 固 定 資 産 税 １，９２９，３１７
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款 項 金 額

１２ 狩 猟 税 １２０，８４６

１３ 核 燃 料 税 ９５５，３６１

１４ 循環資 源 利 用 促 進 税 ７０７，０００

２ 地 方 消 費 税 清 算 金 １０３，１２３，５１３

１ 地 方 消 費 税 清 算 金 １０３，１２３，５１３

３ 地 方 譲 与 税 ７０，３１６，０００

１ 地方法 人 特 別 譲 与 税 ５５，１２９，０００

２ 地 方 揮 発 油 譲 与 税 １４，０５４，０００

３ 石 油 ガ ス 譲 与 税 ９６５，０００

４ 航 空 機 燃 料 譲 与 税 １６８，０００

４ 地 方 特 例 交 付 金 ６，６０９，０００

１ 地 方 特 例 交 付 金 ６，６０９，０００

５ 地 方 交 付 税 ６８１，０００，０００

１ 地 方 交 付 税 ６８１，０００，０００
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款 項 金 額

６ 交通安全対策特別交付金 １，８７３，０００

１ 交通安全対策特別交付金 １，８７３，０００

７ 分 担 金 及 び 負 担 金 １８，４１８，０６２

１ 分 担 金 １，６１４，０５０

２ 負 担 金 １６，８０４，０１２

８ 使 用 料 及 び 手 数 料 １５，８２１，３７８

１ 使 用 料 ５，５０４，４７１

２ 手 数 料 ５９７，４０５

３ 証 紙 収 入 ９，７１９，５０２

９ 国 庫 支 出 金 ３１０，５６２，７７０

１ 国 庫 負 担 金 １２２，４４５，１９２

２ 国 庫 補 助 金 １７７，６０８，７３０

３ 委 託 金 １０，５０８，８４８

１０ 財 産 収 入 ９，９７８，７１４
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款 項 金 額

１ 財 産 運 用 収 入 ５，２８０，１１３

２ 財 産 売 払 収 入 ４，６９８，６０１

１１ 寄 附 金 ６６，１８１

１ 寄 附 金 ６６，１８１

１２ 繰 入 金 ７７，４２８，５０１

１ 特 別 会 計 繰 入 金 ３，７７５，９２１

２ 基 金 繰 入 金 ７３，６５２，５８０

１３ 諸 収 入 ３５４，３３９，９０４

１ 延滞金、加算金及び過料等 ２，０１６，１６２

２ 預 金 利 子 ８５，４９７

３ 貸 付 金 収 入 ３３３，９５２，０２３

４ 受 託 事 業 収 入 ３，８６６，８３４

５ 収 益 事 業 収 入 ８，６８３，０００

６ 雑 入 ５，７３６，３８８
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款 項 金 額

１４ 道 債 ６８７，８５６，４００

１ 道 債 ６８７，８５６，４００

歳 入 合 計 ２，８１８，０９６，３５０
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歳 出
（単位 千円）

款 項 金 額

１ 議 会 費 ３，２１６，０５０

１ 議 会 費 ３，２１６，０５０

２ 総 務 費 ２５０，６７３，０３３

１ 総 務 管 理 費 １１２，０５３，２８１

２ 徴 税 費 ８３，２９５，０５１

３ 学 事 宗 務 費 ４７，５３８，６８７

４ 防 災 費 ９２６，２１６

５ 原 子 力 安 全 対 策 費 ６２５，４９６

６ 危 機 管 理 費 １２，６９２

７ 領 土 復 帰 対 策 費 ６５９，８０１

８ 会 計 管 理 費 ８９１，２０２

９ 選 挙 費 ３，８９０，０４１

１０ 人 事 委 員 会 費 ２３０，６４０
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款 項 金 額

１１ 監 査 委 員 費 ５４９，９２６

３ 総 合 政 策 費 ４２，０５５，７２３

１ 総 合 政 策 管 理 費 ４，０９０，８４３

２ 国 際 交 流 費 ３６４，６４０

３ 政 策 審 議 費 ４，９０４

４ 計 画 推 進 費 １５，８６７，４７５

５ 科 学 Ｉ Ｔ 振 興 費 ２，１１５，９７５

６ 新幹線 ・ 交 通 企 画 費 ７，９９６，６１８

７ 地 域 づ く り 支 援 費 ３，７５５，７３１

８ 地 域 行 政 費 ７，７８６，５１７

９ 地 域 主 権 費 ７３，０２０

４ 環 境 生 活 費 ８，９６１，８７３

１ 環 境 生 活 管 理 費 ３，１４９，４６５

２ 環 境 政 策 費 １，３００，１７７
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款 項 金 額

３ 環 境 保 全 費 ７６１，９８０

４ 循 環 型 社 会 推 進 費 １，３７３，６５３

５ 自 然 環 境 費 ２６４，５１５

６ く ら し 安 全 費 ７８８，７５４

７ 道民活 動 文 化 振 興 費 １，１４２，６８９

８ 女 性 対 策 費 １８０，６４０

５ 保 健 福 祉 費 ３５８，５１１，８５２

１ 保 健 福 祉 管 理 費 ２５，０６１，１０６

２ 施 設 運 営 指 導 費 ５，４６６，２０１

３ 医 療 政 策 薬 務 費 １２５，７３８，５３９

４ 地域医 師 確 保 推 進 費 ５，２８５，８０８

５ 健 康 安 全 費 ２，９８１，４０８

６ 福 祉 援 護 費 ３８，４１４，０４６

７ 高 齢 者 保 健 福 祉 費 ６５，９２７，２２９
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款 項 金 額

８ 障がい 者 保 健 福 祉 費 ４５，０９４，６６９

９ 子 ど も 未 来 推 進 費 ４４，５１３，７１５

１０ 災 害 救 助 費 ２９，１３１

６ 経 済 費 ２８７，４５５，６７３

１ 経 済 管 理 費 ４，４７７，６０５

２ 観 光 費 ６２７，７９１

３ 商 工 金 融 費 ２３６，３１０，０３９

４ 産 業 振 興 費 １，１９３，３３１

５ 商 業 経 済 交 流 費 １８９，９９０

６ 産 業 立 地 費 １８，８５０，４２８

７ 資 源 エ ネ ル ギ ー 費 ３，０５１，５９６

８ 雇 用 労 政 費 １９，３７５，８３９

９ 人 材 育 成 費 ２，９１１，７４９

１０ 労 働 委 員 会 費 ４６７，３０５
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款 項 金 額

７ 農 政 費 １１６，２４０，６１８

１ 農 政 管 理 費 ９，８４５，６１２

２ 食 品 政 策 費 １，４８６，１５２

３ 農 産 振 興 費 ２７４，３３６

４ 畜 産 振 興 費 ２，５１８，６６０

５ 技 術 普 及 費 ２８１，６７２

６ 農 業 経 営 費 ２，６３０，７１３

７ 農 業 支 援 費 ６，９４３，６８０

８ 農 地 調 整 費 １，４３９，７３９

９ 農 村 設 計 費 ３０，１１０，０９２

１０ 農業農 村 整 備 事 業 費 ４０，８８４，５７０

１１ 農 業 施 設 管 理 費 １９，５６９，２９５

１２ 農 村 計 画 費 ２５６，０９７

８ 水 産 林 務 費 ６８，９６０，０７６
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款 項 金 額

１ 水 産 林 務 管 理 費 ７，４９１，５３７

２ 水 産 経 営 費 ３，２５２，７７８

３ 水 産 振 興 費 ２８３，９２８

４ 漁 港 漁 村 費 ２３，５８５，５３５

５ 漁 業 管 理 費 ２，６６３，０７６

６ 林 業 木 材 費 ８，２９９，２７０

７ 森 林 計 画 費 ２，１０６，５７３

８ 森 林 整 備 費 ７，８５９，０９５

９ 治 山 費 １０，７６６，７０９

１０ 森 林 活 用 費 ４１７，５２７

１１ 道 有 林 費 ２，２３４，０４８

９ 建 設 費 ２８３，１５０，３００

１ 建 設 管 理 費 ６６，４７９，２１３

２ 道 路 橋 り ょ う 費 １１７，８００，５５０
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款 項 金 額

３ 河 川 費 ５２，５５３，０７７

４ 空 港 港 湾 費 ６，８１５，３００

５ 砂 防 海 岸 費 １８，５９６，６０９

６ 建 築 指 導 費 ８１７，００９

７ 住 宅 費 ４２，１２３

８ 都 市 環 境 費 １８，１０４，４２７

９ 公 園 下 水 道 費 １，７８５，１６８

１０ ま ち づ く り 推 進 費 １２６，２０１

１１ 営 繕 費 ３０，６２３

１０ 警 察 費 １２８，４５８，７５４

１ 警 察 管 理 費 １２２，１８６，２２１

２ 警 察 活 動 費 ２，７８３，４３６

３ 交 通 安 全 施 設 費 ３，４８９，０９７

１１ 教 育 費 ４７６，１１８，７１６
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款 項 金 額

１ 教 育 総 務 費 ２１，８１６，２１０

２ 小 学 校 費 １８３，７８２，６９６

３ 中 学 校 費 １１２，７９２，４０１

４ 高 等 学 校 費 １０５，０７６，６１４

５ 特 別 支 援 学 校 費 ４７，７７６，５６１

６ 学 校 教 育 費 １，３６９，８８８

７ 社 会 教 育 費 ２，１７２，２１９

８ 保 健 体 育 費 １，３３２，１２７

１２ 災 害 復 旧 費 ２，１４９，４５６

１ 農地開発施設災害復旧費 ２６０，０００

２ 水産林業施設災害復旧費 ６４３，７３７

３ 土木施 設 災 害 復 旧 費 １，２４５，７１９

１３ 公 債 費 ７１４，６１１，３４７

１ 公 債 費 ７１４，６１１，３４７
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款 項 金 額

１４ 諸 支 出 金 ７７，３３２，８７９

１ 繰 出 金 ４，５８１，８９７

２ 諸 費 ７２，７５０，９８２

１５ 予 備 費 ２００，０００

１ 予 備 費 ２００，０００

歳 出 合 計 ２，８１８，０９６，３５０
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第 ２ 表 債 務 負 担 行 為
（単位 千円）（そ の １）

事 項 期 間 限 度 額

勤労者に対する保証融資に伴う損失補償に関する債

務負担行為（第８次分）
平成２２年度から平成３３年度まで １４，３００

平成２２年度北海道中小企業総合支援センター設備貸

与事業に対する損失補償に関する債務負担行為
平成２２年度から平成３４年度まで ４６０，０００

平成２２年度新生ほっかいどう資金に係る保証融資の

損失補償に関する債務負担行為
平成２２年度から平成３７年度まで １８３，０００

平成２２年度野菜価格安定資金造成事業に係る道費補

助に関する債務負担行為
平成２２年度から平成２３年度まで ４６４，５１５

平成２２年度畜産振興総合対策事業に係る道費補助に

関する債務負担行為
平成２２年度から平成２６年度まで ２，５７５

平成２２年度農地保有合理化促進事業に対する損失補

償に関する債務負担行為
平成２２年度から平成３３年度まで １３，３３５，５８０

平成２２年度法人経営出資育成事業に対する損失補償

に関する債務負担行為
平成２２年度から平成３８年度まで ２２，２３８

平成２２年度農業近代化資金の融通に伴う利子補給に

関する債務負担行為
平成２２年度から平成４２年度まで ２０４，４１２

平成２２年度農業経営基盤強化資金の融通に伴う道費

補助に関する債務負担行為
平成２２年度から平成４７年度まで ８５２，２９９

平成２２年度農業経営負担軽減支援資金の融通に伴う

利子補給に関する債務負担行為
平成２２年度から平成３７年度まで ２２３，７７８

平成２２年度大家畜特別支援資金の融通に伴う道費補

助に関する債務負担行為
平成２２年度から平成４７年度まで ９，２５４

平成２２年度畜産経営維持緊急支援資金の融通に伴う

道費補助に関する債務負担行為
平成２２年度から平成４７年度まで ２０３，５８７

平成２２年度持続的農業・農村づくり促進特別対策事

業に係る道費補助に関する債務負担行為
平成２２年度から平成３１年度まで １，３１３，３９４
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事 項 期 間 限 度 額

幌呂地区畑地帯総合整備事業に係る浄水処理施設建

設工事に関する債務負担行為
平成２２年度から平成２４年度まで ４５５，０００

平成２２年度土地改良負担金償還平準化資金の融通に

伴う道費補助に関する債務負担行為
平成２２年度から平成３３年度まで ４２，１４３

平成２２年度土地改良負担金償還特別対策資金の融通

に伴う道費補助に関する債務負担行為
平成２２年度から平成３３年度まで １，５７０

国営土地改良事業（平成２１年度事業完了分）の道負

担金に関する債務負担行為
平成２２年度から平成３４年度まで ４，６４９，４０２

平成２２年度漁業近代化資金の融通に伴う利子補給に

関する債務負担行為
平成２２年度から平成４３年度まで ６３４，５５８

平成２２年度漁業経営維持安定資金の融通に伴う利子

補給に関する債務負担行為
平成２２年度から平成３８年度まで ７１，２５０

平成２２年度北海道土地開発公社に金融機関等が行う

融資に対する債務保証に関する債務負担行為
平成２２年度から平成２６年度まで

北海道土地開発公
社が行う用地取得
費、補償費及び調
査測量費について
４，３６２，０００千円
以内

取得、調査測量及
び処分に係る経費
について
年６％以内の額

借入資金に係る利
子について
国庫債務負担行
為による用地の
先行取得に係る
限度利率の半年
複利以内の額

の合計額

小石川改修工事に関する債務負担行為 平成２２年度から平成２５年度まで ４，４７０，０００

当別ダム管理所工事に関する債務負担行為 平成２２年度から平成２３年度まで １６１，０００

当別ダム導水管工事に関する債務負担行為 平成２２年度から平成２３年度まで ２７０，０００
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事 項 期 間 限 度 額

当別ダム通信警報観測設備工事に関する債務負担行

為
平成２２年度から平成２３年度まで ３８９，０００

平成２２年度交番、駐在所庁舎の賃借に関する債務負

担行為
平成２２年度から平成４６年度まで ５７２，６０４

平成２２年度における地方債証券の共同発行によって

生ずる連帯債務に関する債務負担行為
平成２２年度から平成３２年度まで

元金について
１，５４０，０００，０００
千円

利子について
元金に対する利
子相当額

の合計額
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第 ３ 表

地 方 債
（単位 千円）

起 債 の 目 的 限 度 額 起 債 の 方 法 利 率 償 還 の 方 法

札 幌 医 科 大 学
整 備 費

９８２，０００

財務省その他から
の借入れ又は知事
の定める債券の発
行による（他の地
方公共団体との共
同発行を含む。）。

１０％以内

据置期間を含め３０年以内におい
て、半年賦元利均等償還又は知
事の定める方法による。ただし、
必要に応じて繰上償還すること
ができる。

総 合 研 究 機 構
整 備 費

７４，０００ 同 上 １０％以内 同 上

退 職 手 当 ２０，０００，０００ 同 上 １０％以内 同 上

道 州 制 北 海 道
地 域 連 携 モ デ ル
事 業 費

６，７６８，６００ 同 上 １０％以内

据置期間を含め５０年以内におい
て、半年賦元利均等償還又は知
事の定める方法による。ただし、
必要に応じて繰上償還すること
ができる。

北 海 道 新 幹 線
鉄 道 整 備
事 業 費

５，０７１，０００ 同 上 １０％以内

据置期間を含め３０年以内におい
て、半年賦元利均等償還又は知
事の定める方法による。ただし、
必要に応じて繰上償還すること
ができる。

大 気 環 境
対 策 費

３２，０００ 同 上 １０％以内 同 上

石 狩 東 部 広 域
水 道 対 策 費

２４，０００ 同 上 １０％以内 同 上

石 狩 西 部 広 域
水 道 対 策 費

４３３，０００ 同 上 １０％以内 同 上

社 会 福 祉
施 設 整 備 費

２，２２５，０００ 同 上 １０％以内 同 上
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起 債 の 目 的 限 度 額 起 債 の 方 法 利 率 償 還 の 方 法

児童福祉施設整備費 ３７０，０００

財務省その他から
の借入れ又は知事
の定める債券の発
行による（他の地
方公共団体との共
同発行を含む。）。

１０％以内

据置期間を含め３０年以内におい
て、半年賦元利均等償還又は知
事の定める方法による。ただし、
必要に応じて繰上償還すること
ができる。

土 地 改 良
事 業 費

８，５４５，０００ 同 上 １０％以内 同 上

農 用 地 造 成
事 業 費

８８３，０００ 同 上 １０％以内 同 上

農 地 防 災
事 業 費

１，１８７，０００ 同 上 １０％以内 同 上

農 村 総 合 整 備
事 業 費

９４３，０００ 同 上 １０％以内 同 上

農 道 等 整 備
事 業 費

６７２，０００ 同 上 １０％以内 同 上

農 道 整 備
特 別 対 策
事 業 費

７０５，０００ 同 上 １０％以内 同 上

直 轄 土 地 改 良
事 業 費

６，０１９，０００ 同 上 １０％以内 同 上

水 産 基 盤
整 備 費

６，３１４，０００ 同 上 １０％以内 同 上

直 轄 特 定
漁 港 漁 場
整 備 事 業 費

４，１０５，０００ 同 上 １０％以内 同 上

漁 港 海 岸
保 全 費

６７７，０００ 同 上 １０％以内 同 上

臨 時 漁 港 海 岸
保 全 施 設 整 備
特 別 対 策 事 業 費

２３１，０００ 同 上 １０％以内 同 上

漁 業 取 締 船
整 備 費

１，０３９，０００ 同 上 １０％以内 同 上
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起 債 の 目 的 限 度 額 起 債 の 方 法 利 率 償 還 の 方 法

林 道 事 業 費 ５９３，０００

財務省その他から
の借入れ又は知事
の定める債券の発
行による（他の地
方公共団体との共
同発行を含む。）。

１０％以内

据置期間を含め３０年以内におい
て、半年賦元利均等償還又は知
事の定める方法による。ただし、
必要に応じて繰上償還すること
ができる。

治 山 事 業 費 ５，３４０，０００ 同 上 １０％以内 同 上

臨 時 治 山 施 設
整 備 特 別 対 策
事 業 費

１，３６２，０００ 同 上 １０％以内 同 上

森 林 整 備 費 ２，２８０，８００ 同 上 １０％以内

据置期間を含め５０年以内におい
て、半年賦元利均等償還又は知
事の定める方法による。ただし、
必要に応じて繰上償還すること
ができる。

直 轄 道 路
事 業 費

２６，２６８，０００ 同 上 １０％以内

据置期間を含め３０年以内におい
て、半年賦元利均等償還又は知
事の定める方法による。ただし、
必要に応じて繰上償還すること
ができる。

道 路 維 持
管 理 費

１，４９０，０００ 同 上 １０％以内 同 上

道 路 新 設
改 良 費

５，７６２，０００ 同 上 １０％以内 同 上

積 雪 寒 冷
対 策 費

１，８９６，０００ 同 上 １０％以内 同 上

市 町 村 道
整 備 費

４０９，０００ 同 上 １０％以内 同 上

臨 時 道 路 整 備
特 別 対 策
事 業 費

２６，１６４，０００ 同 上 １０％以内 同 上

み ど り の 道 ・
川 づ く り 特 別
対 策 事 業 費

５６，０００ 同 上 １０％以内 同 上

直 轄 河 川
事 業 費

１１，６５２，０００ 同 上 １０％以内 同 上
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起 債 の 目 的 限 度 額 起 債 の 方 法 利 率 償 還 の 方 法

河 川 改 良 費 １０，０３４，０００

財務省その他から
の借入れ又は知事
の定める債券の発
行による（他の地
方公共団体との共
同発行を含む。）。

１０％以内

据置期間を含め３０年以内におい
て、半年賦元利均等償還又は知
事の定める方法による。ただし、
必要に応じて繰上償還すること
ができる。

臨 時 河 川 整 備
特 別 対 策
事 業 費

３，９１７，０００ 同 上 １０％以内 同 上

ダ ム 建 設 費 ２，４２０，０００ 同 上 １０％以内 同 上

直 轄 空 港
整 備 費

５５６，０００ 同 上 １０％以内 同 上

空 港 整 備 費 ５３５，０００ 同 上 １０％以内 同 上

直 轄 砂 防
事 業 費

１，１０４，０００ 同 上 １０％以内 同 上

砂 防 費 ５，８１５，０００ 同 上 １０％以内 同 上

臨 時 砂 防 施 設
整 備 特 別 対 策
事 業 費

１，０８５，０００ 同 上 １０％以内 同 上

災 害 関 連
事 業 費

５，０００ 同 上 １０％以内 同 上

直 轄 海 岸
事 業 費

１４６，０００ 同 上 １０％以内 同 上

海 岸 保 全
事 業 費

１，３３５，０００ 同 上 １０％以内 同 上

臨 時 海 岸 保 全
施 設 整 備 特 別
対 策 事 業 費

１，１７２，０００ 同 上 １０％以内 同 上

公 営 住 宅 建 設 費 ８６，０００ 同 上 １０％以内 同 上
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起 債 の 目 的 限 度 額 起 債 の 方 法 利 率 償 還 の 方 法

土 地 区 画 整 理
事 業 推 進 費

２８，０００

財務省その他から
の借入れ又は知事
の定める債券の発
行による（他の地
方公共団体との共
同発行を含む。）。

１０％以内

据置期間を含め３０年以内におい
て、半年賦元利均等償還又は知
事の定める方法による。ただし、
必要に応じて繰上償還すること
ができる。

街 路 事 業 費 ３，４９８，０００ 同 上 １０％以内 同 上

臨 時 街 路 整 備
特 別 対 策
事 業 費

３，４８４，０００ 同 上 １０％以内 同 上

都 市 公 園 費 ４８４，０００ 同 上 １０％以内 同 上

下 水 道 費 ２３，０００ 同 上 １０％以内 同 上

地 方 道 路 整 備
臨 時 貸 付 金
事 業 費

５，４２４，０００
国庫からの借入れ
による。

１０％以内

据置期間を含め２０年以内におい
て、年賦元金均等償還による。
ただし、必要に応じて繰上償還
することができる。

地 域 活 力 基 盤
整 備 事 業 費

１，０７０，０００

財務省その他から
の借入れ又は知事
の定める債券の発
行による（他の地
方公共団体との共
同発行を含む。）。

１０％以内

据置期間を含め３０年以内におい
て、半年賦元利均等償還又は知
事の定める方法による。ただし、
必要に応じて繰上償還すること
ができる。

交 通 安 全 施 設
整 備 費

６７９，０００ 同 上 １０％以内 同 上

高 等 学 校
施 設 整 備 費

１，１８５，０００ 同 上 １０％以内 同 上

特 別 支 援 学 校
施 設 整 備 費

２，２２８，０００ 同 上 １０％以内 同 上

耕 地 災 害
復 旧 費

４６，０００ 同 上 １０％以内 同 上
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起 債 の 目 的 限 度 額 起 債 の 方 法 利 率 償 還 の 方 法

漁 港 災 害
復 旧 費

４６，０００

財務省その他から
の借入れ又は知事
の定める債券の発
行による（他の地
方公共団体との共
同発行を含む。）。

１０％以内

据置期間を含め３０年以内におい
て、半年賦元利均等償還又は知
事の定める方法による。ただし、
必要に応じて繰上償還すること
ができる。

林 道 災 害
復 旧 費

６，０００ 同 上 １０％以内 同 上

治 山 災 害
復 旧 費

８８，０００ 同 上 １０％以内 同 上

土 木 災 害
復 旧 費

２８５，０００ 同 上 １０％以内 同 上

借 換 債 ２６０，５００，０００ 同 上 １０％以内 同 上

臨 時 財 政
対 策 債

２３０，０００，０００ 同 上

１０％以内

同 上

（ただし、利

率見直し方式

で借り入れる

資金 に つ い

て、利率の見

直しを行った

後に お い て

は、当該見直

し後の利率）

合 計 ６８７，８５６，４００
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議 案 第 ２ 号

平成２２年度北海道公債管理特別会計予算

平成２２年度北海道公債管理特別会計予算は、次に定めるところによる。

（歳入歳出予算）

第１条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ５１８，１１０，４５７千円と定める。

２ 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第１表歳入歳出予算」による。
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第 １ 表

歳 入 歳 出 予 算

歳 入
（単位 千円）

款 項 金 額

１ 財 産 収 入 ５３２，５７２

１ 財 産 運 用 収 入 ５３２，５７２

２ 繰 入 金 ５１７，５７７，８８５

１ 一 般 会 計 繰 入 金 ４１９，３９８，７７９

２ 基 金 繰 入 金 ９８，１７９，１０６

歳 入 合 計 ５１８，１１０，４５７
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歳 出
（単位 千円）

款 項 金 額

１ 公 債 費 ５１８，１１０，４５７

１ 公 債 費 ５１８，１１０，４５７

歳 出 合 計 ５１８，１１０，４５７

29



議 案 第 ３ 号

平成２２年度北海道母子寡婦福祉資金貸付事業特別会計予算

平成２２年度北海道母子寡婦福祉資金貸付事業特別会計予算は、次に定めるところによる。

（歳入歳出予算）

第１条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ１，２６０，９０２千円と定める。

２ 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第１表歳入歳出予算」による。

（地方債）

第２条 地方自治法第２３０条第１項の規定により起こすことができる地方債の起債の目的、限度額、起債の

方法、利率及び償還の方法は、「第２表地方債」による。

（一時借入金）

第３条 地方自治法第２３５条の３第２項の規定による一時借入金の借入れの最高額は、３００，０００千円と定め

る。
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第 １ 表

歳 入 歳 出 予 算

歳 入
（単位 千円）

款 項 金 額

１ 繰 入 金 １３５，４１６

１ 一 般 会 計 繰 入 金 １３５，４１６

２ 繰 越 金 ２，６８６

１ 繰 越 金 ２，６８６

３ 諸 収 入 ８６６，５７４

１ 貸 付 金 収 入 ７５７，８７２

２ 雑 入 １０８，７０２

４ 道 債 ２５６，２２６

１ 道 債 ２５６，２２６

歳 入 合 計 １，２６０，９０２
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歳 出
（単位 千円）

款 項 金 額

１
母 子 寡 婦 福 祉 資 金

貸 付 事 業 費
１，２６０，９０２

１
母 子 寡 婦 福 祉 資 金

貸 付 事 業 費
１，２６０，９０２

歳 出 合 計 １，２６０，９０２
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第 ２ 表

地 方 債
（単位 千円）

起 債 の 目 的 限 度 額 起 債 の 方 法 利 率 償 還 の 方 法

母子寡婦福祉資金貸付
事 業 費

２５６，２２６
国庫からの借入れ
による。

０
母子及び寡婦福祉法の定めると
ころによる。
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議 案 第 ４ 号

平成２２年度北海道中小企業近代化資金貸付事業特別会計予算

平成２２年度北海道中小企業近代化資金貸付事業特別会計予算は、次に定めるところによる。

（歳入歳出予算）

第１条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ３，２７８，１５２千円と定める。

２ 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第１表歳入歳出予算」による。

（地方債）

第２条 地方自治法第２３０条第１項の規定により起こすことができる地方債の起債の目的、限度額、起債の

方法、利率及び償還の方法は、「第２表地方債」による。
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第 １ 表

歳 入 歳 出 予 算

歳 入
（単位 千円）

款 項 金 額

１ 繰 入 金 ２５，８９９

１ 一 般 会 計 繰 入 金 ２５，８９９

２ 繰 越 金 １３４，５５８

１ 繰 越 金 １３４，５５８

３ 諸 収 入 ３，０６０，７３５

１ 貸 付 金 収 入 ２，７２１，２３５

２ 雑 入 ３３９，５００

４ 道 債 ５６，９６０

１ 道 債 ５６，９６０

歳 入 合 計 ３，２７８，１５２
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歳 出
（単位 千円）

款 項 金 額

１
中小企 業 近 代 化 資 金

貸 付 事 業 費
７９１，４６７

１
中小企 業 近 代 化 資 金

貸 付 事 業 費
７９１，４６７

２ 公 債 費 １，８０２，２４７

１ 公 債 費 １，８０２，２４７

３ 諸 支 出 金 ６８４，４３８

１ 繰 出 金 ６８４，４３８

歳 出 合 計 ３，２７８，１５２
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第 ２ 表

地 方 債
（単位 千円）

起 債 の 目 的 限 度 額 起 債 の 方 法 利 率 償 還 の 方 法

中小企業近代化資金
貸 付 事 業 費

５６，９６０
中小企業基盤整備
機構からの借入れ
による。

１．３５％以内

据置期間を含め２０年以内におい
て、半年賦元金均等償還による。
ただし、必要に応じて繰上償還
することができる。
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議 案 第 ５ 号

平成２２年度北海道苫小牧東部地域開発出資特別会計予算

平成２２年度北海道苫小牧東部地域開発出資特別会計予算は、次に定めるところによる。

（歳入歳出予算）

第１条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ４９１，７０２千円と定める。

２ 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第１表歳入歳出予算」による。
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第 １ 表

歳 入 歳 出 予 算

歳 入
（単位 千円）

款 項 金 額

１ 財 産 収 入 ３５，９２５

１ 財 産 運 用 収 入 １，９２５

２ 財 産 売 払 収 入 ３４，０００

２ 繰 入 金 ２７，６５４

１ 基 金 繰 入 金 ２７，６５４

３ 諸 収 入 ４２８，１２３

１ 一 般 会 計 借 入 金 ４２８，１２３

歳 入 合 計 ４９１，７０２
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歳 出
（単位 千円）

款 項 金 額

１ 公 債 費 ４９１，７０２

１ 公 債 費 ４９１，７０２

歳 出 合 計 ４９１，７０２
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議 案 第 ６ 号

平成２２年度北海道石狩湾新港地域開発出資特別会計予算

平成２２年度北海道石狩湾新港地域開発出資特別会計予算は、次に定めるところによる。

（歳入歳出予算）

第１条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ１９２，０１０千円と定める。

２ 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第１表歳入歳出予算」による。
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第 １ 表

歳 入 歳 出 予 算

歳 入
（単位 千円）

款 項 金 額

１ 財 産 収 入 ５，３００

１ 財 産 運 用 収 入 ５，３００

２ 繰 入 金 ３，４９０

１ 基 金 繰 入 金 ３，４９０

３ 諸 収 入 １８３，２２０

１ 一 般 会 計 借 入 金 １８３，２２０

歳 入 合 計 １９２，０１０
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歳 出
（単位 千円）

款 項 金 額

１ 公 債 費 １９２，０１０

１ 公 債 費 １９２，０１０

歳 出 合 計 １９２，０１０
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議 案 第 ７ 号

平成２２年度北海道農業改良資金貸付事業特別会計予算

平成２２年度北海道農業改良資金貸付事業特別会計予算は、次に定めるところによる。

（歳入歳出予算）

第１条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ１，５６３，３８３千円と定める。

２ 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第１表歳入歳出予算」による。

（地方債）

第２条 地方自治法第２３０条第１項の規定により起こすことができる地方債の起債の目的、限度額、起債の

方法、利率及び償還の方法は、「第２表地方債」による。

47



第 １ 表

歳 入 歳 出 予 算

歳 入
（単位 千円）

款 項 金 額

１ 繰 入 金 ８５，２２２

１ 一 般 会 計 繰 入 金 ８５，２２２

２ 繰 越 金 ３１２，７５４

１ 繰 越 金 ３１２，７５４

３ 諸 収 入 １，０２９，８２５

１ 貸 付 金 収 入 １，０２９，７１１

２ 雑 入 １１４

４ 道 債 １３５，５８２

１ 道 債 １３５，５８２

歳 入 合 計 １，５６３，３８３
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歳 出
（単位 千円）

款 項 金 額

１ 農業改良資金貸付事業費 ４１３，９６５

１ 農業改良資金貸付事業費 ４１３，９６５

２ 就農支援資金貸付事業費 ６３０，５８３

１ 就農支援資金貸付事業費 ６３０，５８３

３ 公 債 費 １２４，７３７

１ 公 債 費 １２４，７３７

４ 諸 支 出 金 ３９４，０９８

１ 繰 出 金 ８５，４９３

２ 諸 費 ３０８，６０５

歳 出 合 計 １，５６３，３８３
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第 ２ 表

地 方 債
（単位 千円）

起 債 の 目 的 限 度 額 起 債 の 方 法 利 率 償 還 の 方 法

就 農 支 援 資 金 貸 付
事 業 費

１３５，５８２
国庫からの借入れ
による。

０

据置期間を含め２１年以内におい
て、貸付対象者からの償還金を
青年の就農促進のための資金の
貸付け等に関する特別措置法の
定めるところにより毎年２回国
に対し償還する。
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議 案 第 ８ 号

平成２２年度北海道沿岸漁業改善資金貸付事業特別会計予算

平成２２年度北海道沿岸漁業改善資金貸付事業特別会計予算は、次に定めるところによる。

（歳入歳出予算）

第１条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ３５５，７７０千円と定める。

２ 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第１表歳入歳出予算」による。
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第 １ 表

歳 入 歳 出 予 算

歳 入
（単位 千円）

款 項 金 額

１ 繰 入 金 ５，７５０

１ 一 般 会 計 繰 入 金 ５，７５０

２ 繰 越 金 １１８，３１５

１ 繰 越 金 １１８，３１５

３ 諸 収 入 ２３１，７０５

１ 貸 付 金 収 入 ２３１，６９５

２ 雑 入 １０

歳 入 合 計 ３５５，７７０
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歳 出
（単位 千円）

款 項 金 額

１
沿 岸 漁 業 改 善 資 金

貸 付 事 業 費
３５５，７７０

１
沿 岸 漁 業 改 善 資 金

貸 付 事 業 費
３５５，７７０

歳 出 合 計 ３５５，７７０
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議 案 第 ９ 号

平成２２年度北海道林業・木材産業改善資金貸付事業特別会計予算

平成２２年度北海道林業・木材産業改善資金貸付事業特別会計予算は、次に定めるところによる。

（歳入歳出予算）

第１条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ４６０，０８７千円と定める。

２ 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第１表歳入歳出予算」による。
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第 １ 表

歳 入 歳 出 予 算

歳 入
（単位 千円）

款 項 金 額

１ 繰 入 金 ８，７１７

１ 一 般 会 計 繰 入 金 ８，７１７

２ 繰 越 金 １２０，０３０

１ 繰 越 金 １２０，０３０

３ 諸 収 入 ３３１，３４０

１ 貸 付 金 収 入 ３３１，３３０

２ 雑 入 １０

歳 入 合 計 ４６０，０８７
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歳 出
（単位 千円）

款 項 金 額

１
林業・木材産業改善資金

貸 付 事 業 費
４５８，７５７

１
林業・木材産業改善資金

貸 付 事 業 費
４５８，７５７

２
林 業 就 業 促 進 資 金

貸 付 事 業 費
１，３３０

１
林 業 就 業 促 進 資 金

貸 付 事 業 費
１，３３０

歳 出 合 計 ４６０，０８７
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議 案 第 １０ 号

平成２２年度北海道公共下水道事業特別会計予算

平成２２年度北海道公共下水道事業特別会計予算は、次に定めるところによる。

（歳入歳出予算）

第１条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ８８７，５４９千円と定める。

２ 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第１表歳入歳出予算」による。

（地方債）

第２条 地方自治法第２３０条第１項の規定により起こすことができる地方債の起債の目的、限度額、起債の

方法、利率及び償還の方法は、「第２表地方債」による。

（一時借入金）

第３条 地方自治法第２３５条の３第２項の規定による一時借入金の借入れの最高額は、４００，０００千円と定め

る。
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第 １ 表

歳 入 歳 出 予 算

歳 入
（単位 千円）

款 項 金 額

１ 使 用 料 及 び 手 数 料 ３１２，６９５

１ 使 用 料 ３１２，６９５

２ 国 庫 支 出 金 ３４，０００

１ 国 庫 補 助 金 ３４，０００

３ 繰 入 金 １２３，７４８

１ 一 般 会 計 繰 入 金 １２３，７４８

４ 繰 越 金 １００

１ 繰 越 金 １００

５ 諸 収 入 １９４，００６

１ 延滞金、加算金及び過料 １０

２ 一 般 会 計 借 入 金 １５８，７７０

３ 雑 入 ３５，２２６
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款 項 金 額

６ 道 債 ２２３，０００

１ 道 債 ２２３，０００

歳 入 合 計 ８８７，５４９
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歳 出
（単位 千円）

款 項 金 額

１ 公 共 下 水 道 事 業 費 ３６２，６６１

１ 公 共 下 水 道 事 業 費 ３６２，６６１

２ 公 債 費 ５２１，３３０

１ 公 債 費 ５２１，３３０

３ 諸 支 出 金 ３，５５８

１ 繰 出 金 ３，４５８

２ 諸 費 １００

歳 出 合 計 ８８７，５４９

62



第 ２ 表

地 方 債
（単位 千円）

起 債 の 目 的 限 度 額 起 債 の 方 法 利 率 償 還 の 方 法

特 定 公 共 下 水 道 費 ２２３，０００

財務省その他から
の借入れ又は知事
の定める債券の発
行による。

１０％以内

据置期間を含め３０年以内におい
て、半年賦元利均等償還又は知
事の定める方法による。ただし、
必要に応じて繰上償還すること
ができる。
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議 案 第 １１ 号

平成２２年度北海道流域下水道事業特別会計予算

平成２２年度北海道流域下水道事業特別会計予算は、次に定めるところによる。

（歳入歳出予算）

第１条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ４，５５１，３５１千円と定める。

２ 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第１表歳入歳出予算」による。

（地方債）

第２条 地方自治法第２３０条第１項の規定により起こすことができる地方債の起債の目的、限度額、起債の

方法、利率及び償還の方法は、「第２表地方債」による。

（一時借入金）

第３条 地方自治法第２３５条の３第２項の規定による一時借入金の借入れの最高額は、６００，０００千円と定め

る。
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第 １ 表

歳 入 歳 出 予 算

歳 入
（単位 千円）

款 項 金 額

１ 分 担 金 及 び 負 担 金 ４９６，３２４

１ 負 担 金 ４９６，３２４

２ 国 庫 支 出 金 １，３７４，０００

１ 国 庫 補 助 金 １，３７４，０００

３ 繰 入 金 １，５０４，８７９

１ 一 般 会 計 繰 入 金 １，５０４，８７９

４ 繰 越 金 １００

１ 繰 越 金 １００

５ 諸 収 入 ６，０４８

１ 雑 入 ６，０４８

６ 道 債 １，１７０，０００

１ 道 債 １，１７０，０００
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款 項 金 額

歳 入 合 計 ４，５５１，３５１
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歳 出
（単位 千円）

款 項 金 額

１ 流 域 下 水 道 事 業 費 ２，３３４，１８６

１ 流 域 下 水 道 事 業 費 ２，３３４，１８６

２ 公 債 費 ２，２０２，１８１

１ 公 債 費 ２，２０２，１８１

３ 諸 支 出 金 １４，９８４

１ 繰 出 金 １２，９８４

２ 諸 費 ２，０００

歳 出 合 計 ４，５５１，３５１
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第 ２ 表

地 方 債
（単位 千円）

起 債 の 目 的 限 度 額 起 債 の 方 法 利 率 償 還 の 方 法

流 域 下 水 道 費 １，１７０，０００

財務省その他から
の借入れ又は知事
の定める債券の発
行による。

１０％以内

据置期間を含め３０年以内におい
て、半年賦元利均等償還又は知
事の定める方法による。ただし、
必要に応じて繰上償還すること
ができる。
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議 案 第 １２ 号

平成２２年度北海道営住宅事業特別会計予算

平成２２年度北海道営住宅事業特別会計予算は、次に定めるところによる。

（歳入歳出予算）

第１条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ２３，４６１，５２８千円と定める。

２ 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第１表歳入歳出予算」による。

（債務負担行為）

第２条 地方自治法第２１４条の規定により債務を負担する行為をすることができる事項、期間及び限度額は、

「第２表債務負担行為」による。

（地方債）

第３条 地方自治法第２３０条第１項の規定により起こすことができる地方債の起債の目的、限度額、起債の

方法、利率及び償還の方法は、「第３表地方債」による。

（一時借入金）

第４条 地方自治法第２３５条の３第２項の規定による一時借入金の借入れの最高額は、５，５００，０００千円と定め

る。
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第 １ 表

歳 入 歳 出 予 算

歳 入
（単位 千円）

款 項 金 額

１ 使 用 料 及 び 手 数 料 ５，７１２，１２２

１ 使 用 料 ５，７１２，１２２

２ 国 庫 支 出 金 ３，４４５，７５４

１ 国 庫 補 助 金 ３，４４５，７５４

３ 財 産 収 入 ６９２，３１８

１ 財 産 運 用 収 入 １４，０２１

２ 財 産 売 払 収 入 ６７８，２９７

４ 繰 入 金 ３，５４０，３１９

１ 一 般 会 計 繰 入 金 ２，６１６，４９３

２ 基 金 繰 入 金 ９２３，８２６

５ 繰 越 金 １００

１ 繰 越 金 １００

72



款 項 金 額

６ 諸 収 入 ３，６３９，５１５

１ 一 般 会 計 借 入 金 ３，４６３，３９６

２ 雑 入 １７６，１１９

７ 道 債 ６，４３１，４００

１ 道 債 ６，４３１，４００

歳 入 合 計 ２３，４６１，５２８
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歳 出
（単位 千円）

款 項 金 額

１ 道 営 住 宅 事 業 費 ８，８００，６４１

１ 道 営 住 宅 事 業 費 ８，８００，６４１

２ 公 債 費 １３，６１１，８２０

１ 公 債 費 １３，６１１，８２０

３ 諸 支 出 金 １，０４９，０６７

１ 繰 出 金 １，０４９，０５７

２ 諸 費 １０

歳 出 合 計 ２３，４６１，５２８
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第 ２ 表

債 務 負 担 行 為
（単位 千円）

事 項 期 間 限 度 額

平成２２年度建設に係る公営住宅の工事請負に関する

債務負担行為
平成２２年度から平成２３年度まで ４，０８６，０００
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第 ３ 表

地 方 債
（単位 千円）

起 債 の 目 的 限 度 額 起 債 の 方 法 利 率 償 還 の 方 法

公 営 住 宅 建 設 費 ３，９１４，０００

財務省その他から
の借入れ又は知事
の定める債券の発
行による。

１０％以内

据置期間を含め３０年以内におい
て、半年賦元利均等償還又は知
事の定める方法による。ただし、
必要に応じて繰上償還すること
ができる。

借 換 債 ２，５１７，４００ 同 上 １０％以内 同 上

合 計 ６，４３１，４００
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議 案 第 １３ 号

平成２２年度北海道住宅供給公社経営健全化資金貸付事業特別会計予算

平成２２年度北海道住宅供給公社経営健全化資金貸付事業特別会計予算は、次に定めるところによる。

（歳入歳出予算）

第１条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ５８，５２５，８８１千円と定める。

２ 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第１表歳入歳出予算」による。
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第 １ 表

歳 入 歳 出 予 算

歳 入
（単位 千円）

款 項 金 額

１ 財 産 収 入 ３６，１０１

１ 財 産 運 用 収 入 ３６，１０１

２ 繰 入 金 ９７７，９８４

１ 一 般 会 計 繰 入 金 ７５，７７３

２ 基 金 繰 入 金 ９０２，２１１

３ 諸 収 入 ５７，５１１，７９６

１ 一 般 会 計 借 入 金 ２８，１１１，０００

２ 貸 付 金 収 入 ２９，４００，７９６

歳 入 合 計 ５８，５２５，８８１
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歳 出
（単位 千円）

款 項 金 額

１
住宅供給公社事業運営

資 金 貸 付 事 業 費
２８，１１１，０００

１
住宅供給公社事業運営

資 金 貸 付 事 業 費
２８，１１１，０００

２ 公 債 費 ３０，４１４，８８１

１ 公 債 費 ３０，４１４，８８１

歳 出 合 計 ５８，５２５，８８１
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議 案 第 １４ 号

平成２２年度北海道地方競馬特別会計予算

平成２２年度北海道地方競馬特別会計予算は、次に定めるところによる。

（歳入歳出予算）

第１条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ１３，７７６，６０３千円と定める。

２ 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第１表歳入歳出予算」による。

（一時借入金）

第２条 地方自治法第２３５条の３第２項の規定による一時借入金の借入れの最高額は、１，４００，０００千円と定め

る。
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第 １ 表

歳 入 歳 出 予 算

歳 入
（単位 千円）

款 項 金 額

１ 使 用 料 及 び 手 数 料 ５，４００

１ 手 数 料 ５，４００

２ 寄 附 金 ２３，０００

１ 寄 附 金 ２３，０００

３ 繰 越 金 １０

１ 繰 越 金 １０

４ 諸 収 入 １３，７４８，１９３

１ 収 益 事 業 収 入 １１，９５８，６０９

２ 雑 入 １，７８９，５８４

歳 入 合 計 １３，７７６，６０３
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歳 出
（単位 千円）

款 項 金 額

１ 競 馬 費 １３，７７２，４３７

１ 競 馬 総 務 費 ２１，３０９

２ 競 馬 開 催 費 １３，７５１，１２８

２ 諸 支 出 金 ４，１６６

１ 繰 出 金 ４，１６６

歳 出 合 計 １３，７７６，６０３
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� 病 院 数 ８ 病院

� 病 床 数 １，４７３ 床

� 年 間 取 扱 延 患 者 数

入 院 ３０７，６９５ 人

外 来 ４１３，０４３ 人

� 一 日 平 均 患 者 数

入 院 ８４３ 人

外 来 １，７００ 人

第１款 病 院 事 業 収 益 １７，７５７，６９５ 千円

第１項 医 業 収 益 １１，５２１，１１０ 千円

第２項 医 業 外 収 益 ６，２２８，５８５ 千円

第３項 特 別 利 益 ８，０００ 千円

第１款 病 院 事 業 費 用 １８，９９３，６５６ 千円

第１項 医 業 費 用 １６，３４２，９７４ 千円

第２項 医 業 外 費 用 ２，６４２，６８２ 千円

第３項 特 別 損 失 ８，０００ 千円

議 案 第 １５ 号

平成２２年度北海道病院事業会計予算

（総 則）

第１条 平成２２年度北海道病院事業会計の予算は、次に定めるところによる。

（業務の予定量）

第２条 業務の予定量は、次のとおりとする。

（収益的収入及び支出）

第３条 収益的収入及び支出の予定額は、次のとおりと定める。

収 入

支 出

（資本的収入及び支出）

第４条 資本的収入及び支出の予定額は、次のとおりと定める（資本的収入額が資本的支出額に対し不足す

る額７７４，０８６千円は、当年度分損益勘定留保資金７７４，０８６千円で補てんするものとする。）。
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第１款 資 本 的 収 入 １，７５０，８０５ 千円

第１項 企 業 債 １２０，０００ 千円

第２項 補 助 金 ２９８，８８２ 千円

第３項 他 会 計 負 担 金 １，３３１，９２３ 千円

第１款 資 本 的 支 出 ２，５２４，８９１ 千円

第１項 建 設 改 良 費 ４８８，４０６ 千円

第２項 企 業 債 償 還 金 ２，０３６，４８５ 千円

起 債 の 目 的 限 度 額 起 債 の 方 法 利 率 償 還 の 方 法

病 院 建 設 事 業

千円

１２０，０００
財務省その他から
の借入れによる。

１０％以内

据置期間を含め３０年以内におい
て、半年賦元利均等償還又は知
事の定める方法による。ただし、
必要に応じて繰上償還すること
ができる。

� 職 員 給 与 費 ９，８２３，３６９ 千円

� 交 際 費 １１０ 千円

収 入

支 出

（企業債）

第５条 起債の目的、限度額、起債の方法、利率及び償還の方法は、次のとおりと定める。

（一時借入金）

第６条 一時借入金の限度額は、１，２００，０００千円と定める。

（議会の議決を経なければ流用することのできない経費）

第７条 次に掲げる経費については、これらの経費の金額を、これらの経費のうち他の経費の金額に、若し

くはこれら以外の経費の金額に流用し、又はこれら以外の経費をこれらの経費の金額に流用する場合は、

議会の議決を経なければならない。

（たな卸資産購入限度額）

第８条 たな卸資産の購入限度額は、２，１０６，８３５千円と定める。
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� 年 間 販 売 電 力 量 ２８２，３６９，０００ キロワット時

� 主要な建設改良事業

シューパロ発電所建設事業 ５１２，１１０ 千円

第１款 電 気 事 業 収 益 ３，２５４，２７５ 千円

第１項 営 業 収 益 ３，１５９，０７０ 千円

第２項 財 務 収 益 １，８１４ 千円

第３項 営 業 外 収 益 ９ 千円

第４項 特 別 利 益 ９３，３８２ 千円

第１款 電 気 事 業 費 用 ２，８９１，７８１ 千円

第１項 営 業 費 用 ２，２２０，３２２ 千円

第２項 財 務 費 用 ５４９，１３２ 千円

第３項 営 業 外 費 用 ８８，６３６ 千円

第４項 特 別 損 失 ３３，６９１ 千円

議 案 第 １６ 号

平成２２年度北海道電気事業会計予算

（総 則）

第１条 平成２２年度北海道電気事業会計の予算は、次に定めるところによる。

（業務の予定量）

第２条 業務の予定量は、次のとおりとする。

（収益的収入及び支出）

第３条 収益的収入及び支出の予定額は、次のとおりと定める。

収 入

支 出

（資本的収入及び支出）

第４条 資本的収入及び支出の予定額は、次のとおりと定める（資本的収入額が資本的支出額に対し不足す

る額１，２８４，３４０千円は、過年度分損益勘定留保資金８３６，３９８千円、当年度分損益勘定留保資金４２４，６４１千円及

び当年度資本的収支調整額２３，３０１千円で補てんするものとする。）。
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第１款 資 本 的 収 入 ４９５，７６４ 千円

第１項 企 業 債 ４４２，０００ 千円

第２項 補 助 金 ４９，１４４ 千円

第３項 負 担 金 １２０ 千円

第４項 固 定 資 産 売 却 代 金 ４，５００ 千円

第１款 資 本 的 支 出 １，７８０，１０４ 千円

第１項 建 設 改 良 費 ５５６，９１６ 千円

第２項 企 業 債 償 還 金 １，２２３，１８８ 千円

事 項 期 間 限 度 額

平成２２年度シューパロ発電所建設事業に関する債務

負担行為

平成２２年度から

平成２６年度まで

千円

４，８０１，１３２

起 債 の 目 的 限 度 額 起 債 の 方 法 利 率 償 還 の 方 法

シ ュ ー パ ロ 発 電 所
建 設 事 業

千円

４４２，０００

財務省その他から
の借入れ又は知事
の定める債券の発
行による。

１０％以内

据置期間を含め３０年以内におい
て、半年賦元利均等償還又は知
事の定める方法による。ただし、
必要に応じて繰上償還すること
ができる。

収 入

支 出

（債務負担行為）

第５条 債務負担行為をすることができる事項、期間及び限度額は、次のとおりと定める。

（企業債）

第６条 起債の目的、限度額、起債の方法、利率及び償還の方法は、次のとおりと定める。

（一時借入金）

第７条 一時借入金の限度額は、１８０，０００千円と定める。

（議会の議決を経なければ流用することのできない経費）

第８条 次に掲げる経費については、これらの経費の金額を、これらの経費のうち他の経費の金額に、若し

くはこれら以外の経費の金額に流用し、又はこれら以外の経費をこれらの経費の金額に流用する場合は、

議会の議決を経なければならない。
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� 職 員 給 与 費 ５６５，９７６ 千円

� 交 際 費 ２６０ 千円

89



� 給 水 事 業 所 数 ８１ 箇所

� 年 間 総 給 水 量 ９１，３７０，１０４ 立方メートル

� 一 日 平 均 給 水 量 ２５１，０１６ 立方メートル

� 主要な建設改良事業

石狩湾新港地域工業用水道建設事業 ２９，０００ 千円

苫小牧地区工業用水道改修事業 ４４３，９９６ 千円

苫小牧地区第二工業用水道改修事業 １６，６０３ 千円

第１款 工業用 水 道 事 業 収 益 ２，０１８，３４１ 千円

第１項 営 業 収 益 １，８１２，５５７ 千円

第２項 営 業 外 収 益 ２０５，７８４ 千円

第１款 工業用 水 道 事 業 費 用 ２，０７０，００８ 千円

第１項 営 業 費 用 １，５３６，３８９ 千円

第２項 営 業 外 費 用 ５３３，６１９ 千円

議 案 第 １７ 号

平成２２年度北海道工業用水道事業会計予算

（総 則）

第１条 平成２２年度北海道工業用水道事業会計の予算は、次に定めるところによる。

（業務の予定量）

第２条 業務の予定量は、次のとおりとする。

（収益的収入及び支出）

第３条 収益的収入及び支出の予定額は、次のとおりと定める。なお、営業資金に充てるため、一般会計か

ら長期借入金１１３，９００千円を借り入れる。

収 入

支 出

（資本的収入及び支出）

第４条 資本的収入及び支出の予定額は、次のとおりと定める（資本的収入額が資本的支出額に対し不足す

る額７５２，１５６千円は、過年度分損益勘定留保資金１６６，８４５千円、当年度分損益勘定留保資金５５９，２１６千円及び

当年度資本的収支調整額２６，０９５千円で補てんするものとする。）。
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第１款 資 本 的 収 入 ２，５９１，７１６ 千円

第１項 企 業 債 ４６５，０００ 千円

第２項 補 助 金 １，９８７，９９１ 千円

第３項 補 償 金 １００，０００ 千円

第４項 他会計 か ら の 出 資 金 ２７，６２０ 千円

第５項 他会計からの長期借入金 １１，１０５ 千円

第１款 資 本 的 支 出 ３，３４３，８７２ 千円

第１項 建 設 改 良 費 ６９３，７７６ 千円

第２項 企 業 債 償 還 金 ２，６１７，５６７ 千円

第３項 返 還 金 ３２，５２９ 千円

起 債 の 目 的 限 度 額 起 債 の 方 法 利 率 償 還 の 方 法

室蘭地区工業用水道
改 修 事 業

千円

１１９，０００

財務省その他から
の借入れ又は知事
の定める債券の発
行による。

１０％以内

据置期間を含め３０年以内におい
て、半年賦元利均等償還又は知
事の定める方法による。ただし、
必要に応じて繰上償還すること
ができる。

苫 小 牧 地 区
工 業 用 水 道
改 修 事 業

３３０，０００ 同 上 １０％以内 同 上

苫 小 牧 地 区
第 二 工 業 用 水 道
改 修 事 業

１６，０００ 同 上 １０％以内 同 上

収 入

支 出

（企業債）

第５条 起債の目的、限度額、起債の方法、利率及び償還の方法は、次のとおりと定める。

（一時借入金）

第６条 一時借入金の限度額は、２，１８０，０００千円と定める。

（議会の議決を経なければ流用することのできない経費）

第７条 次に掲げる経費については、これらの経費の金額を、これらの経費のうち他の経費の金額に、若し

くはこれら以外の経費の金額に流用し、又はこれら以外の経費をこれらの経費の金額に流用する場合は、

議会の議決を経なければならない。
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� 職 員 給 与 費 ３２３，８６３ 千円

� 交 際 費 １４０ 千円
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